
令和７年６月20日　金曜日           
第605号1 増刊①

令
和
七
年
六
月
二
十
日

第

六

百

五

号

増

刊

①

　
　
　
　
規

則
（
第
三
十
三
号
・
第
三
十
四
号
）

○
福
岡
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
　
　
　
　
　
（
会
計
管
理
局
会
計
課
）
…
…
…
…
…
一

○
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
等
補
償
に
関
す
る
条
例
施

　
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
総
務
事
務
厚
生
課
）
…
…
…
…
…
一

　
　
　
　
告

示
（
第
四
百
号
）

○
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
第
二
条
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
く
第
二
種

　
事
業
所
の
指
定
の
一
部
改
正
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
消
防
防
災
指
導
課
）
…
…
…
…
…
二

　
福
岡
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　
令
和
七
年
六
月
二
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
福
岡
県
知
事
　
　
服
部
　
誠
太
郎
　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
三
号

　
　
　
福
岡
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
福
岡
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。　
第
百
六
十
二
条
の
二
の
表
第
一
号
中
「
二
百
五
十
万
円
」
を
「
四
百
万
円
」
に
改
め
、
同
表
第
二
号

中
「
百
六
十
万
円
」
を
「
三
百
万
円
」
に
改
め
、
同
表
第
三
号
中
「
八
十
万
円
」
を
「
百
五
十
万
円
」

に
改
め
、
同
表
第
四
号
中
「
五
十
万
円
」
を
「
百
万
円
」
に
改
め
、
同
表
第
五
号
中
「
三
十
万
円
」
を

「
五
十
万
円
」
に
改
め
、
同
表
第
六
号
中
「
百
万
円
」
を
「
二
百
万
円
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
等
補
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　
令
和
七
年
六
月
二
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
福
岡
県
知
事
　
　
服
部
　
誠
太
郎
　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
四
号

　
　
　
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
等
補
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

　
　
　
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
等
補
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十

三
年
福
岡
県
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
十
条
の
二
第
一
号
中
「
拘
置
さ
れ
て
い
る
場
合
」
の
下
に
「
若
し
く
は
留
置
施
設
に
留
置
さ
れ
て

拘
禁
刑
若
し
く
は
拘
留
の
刑
の
執
行
を
受
け
て
い
る
場
合
」
を
加
え
る
。
　

　
別
表
中
「
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
自
治
省
令
第
二
十
七
号
）
」
を
「

省
令
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
（
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正

）
第
二
条
　
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
理
に
関
す
る
規
則
（
令
和

七
年
福
岡
県
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
附
則
第
四
条
中
「
に
係
る
罪
に
よ
り
処
せ
ら
れ
る
懲
役
又
は
禁
錮
」
を
「
に
対
す
る
懲
役
、
禁
錮

若
し
く
は
旧
拘
留
」
に
、
「
者
は
、
」
を
「
者
又
は
留
置
施
設
に
留
置
さ
れ
て
当
該
行
為
に
対
す
る

懲
役
、
禁
錮
若
し
く
は
旧
拘
留
の
刑
の
執
行
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
」
に
、
「
拘
禁
刑
」
を
「

懲
役
若
し
く
は
禁
錮
又
は
旧
拘
留
の
刑
の
執
行
の
た
め
刑
事
施
設
に
拘
置
さ
れ
て
い
る
者
は
、
そ
れ

ぞ
れ
拘
禁
刑
又
は
拘
留
の
刑
」
に
改
め
、
「
者
と
」
の
下
に
「
、
留
置
施
設
に
留
置
さ
れ
て
懲
役
若

し
く
は
禁
錮
又
は
旧
拘
留
の
刑
の
執
行
を
受
け
て
い
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
留
置
施
設
に
留
置
さ
れ
て

拘
禁
刑
又
は
拘
留
の
刑
の
執
行
を
受
け
て
い
る
者
と
」
を
加
え
る
。
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次



令和７年６月20日　金曜日 2第605号 増刊①

　
福
岡
県
告
示
第
四
百
号

　
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
第
二
条
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
く
第
二
種
事
業
所
の
指
定
（
昭

和
五
十
一
年
九
月
福
岡
県
告
示
第
千
三
百
九
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
令
和
七
年
六
月
二
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
福
岡
県
知
事
　
　
服
部
　
誠
太
郎
　
　

　
表
中
「
林
兼
石
油
株
式
会
社
福
岡
油
槽
所
」
を
「
林
兼
エ
ス
ト
株
式
会
社
福
岡
油
槽
所
」
に
改
め
る

。　
　
　
附
　
則

　
こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
六
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。


